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午前15時30分 開会

○川端委員長 本 日はお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。ただぃまよ

り第17回 「原子力損害賠償支援機構運営委員会」を開催 します。

本日の運営委員会の議題は「東京電力による電気料金改定について」「賠償基準について」
「平成24年度の機構の資金調達の状況について,「その他報告事項」の4点です。よろしくお

願いいたします。

それでは、議事に入 りますが、ま より東京電力による電気料金改定について、
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いたします。
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お配りをさせていただぃてぉります資料3-1と いぅワードの2枚紙があるかと思いますけ

れども、これをごらんいただければと思います。

報道もかなりされておりますので、皆様御承知のところも多いかと思いますけれども、料金

の査定の方は先週木曜日、19日 に消費者庁との調整が最後続いておったわけですけれども、そ

こが整って方針として対外的に大きく3点が発表されております。

1つ は、規制料金の値上げ幅は8.47%程度に圧縮する。当初は10.28%だ ったところ、

8.47%程度でございます。

査定額でございますけれども、830億円程度と発表されております。

値上げの実施時期でございますが、当初申請時点では 7月 1日 ということでしたが、これを

9月 1日 にすよということでござぃます。

今、査定の方針を詳細に政府の方から出されておりますので、これに基づいて東電の方で詳

細の原価計算を再度やり直して、料金のレー トメークの方も修正する作業を今やっております。

これを随時役所の方に報告しながら、最終的に役所の方で査定どおり修正がなされているとい

うふうに御判断いただいた場合には、認可がなされるであろうという状況になっております。

主な査定結果でございますけれども、これも相当報道もされておりますので御存じのところ

が多いかと思いますが、最後特に論点になっておりました人件費につきましては、管理職の年

収を3割超、30.1%か30.2%と いう水準で下げるようにという査定がなされております。これ

は当初、管理職25%、 一般職20%下げという申請時のものについて、管理職について少し深掘

りをしているということでございます。

調達について、競争の拡大等々によつて100億円程度の減額をせよといった点。事業報酬率
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についてもいろいろと議論がございましたけれ ども、新制度3.0%と させていただいていたと

ころを2.9%にするようにという指示でございます。

そのほか、もろもろの経費削減等で830億 円とい うことになつてお ります。

いろいろと御議論がありました原子力関係の費用でございますけれども、福島第一の 5、 6

号機、福島第二の減価償却費、安定化維持費用、賠償関連の委託費用につきましては一部合理

化とい うことで少 し削られたところはございますが、基本的には原価に算入することを認めて

ぃただいてお ります。

収支への影響でございますけれ ども、 2年 目が今、総合計画上は916億 円の経常利益 とい う

目標になつてお りますが、査定額が830億 円ですので、単純に引けば100億円弱の利益とい うこ

とになるわけですけれども、総合計画上は特別負担金が利益と同額、特別負担金を払 うという

ことになつてお ります。

これは勿論、毎年度の御審議の結果 となりますので、今の段階では何 とも申し上げられませ

んが、そ ういつた要素があることと、もう一点t査定額の中で実際に原価がカットされて、か

つ、費用も払わないとい うことによつて収支への影響をなくす部分も今、東電の方で精査 して

お りまして、こういつたものも含めれば実際の収支への影響 とい うのが、下振れ として300～

400億 円程度 となろうかとい うことでございます。

ただ、先ほど申し上げましたように特別負担金の問題がどうい うことになるのかにも影響い

たします し、逆に言えばこの下振れを回復 しようと思 うと2倍の努力をしなければ、もとの計

画値に戻らないとい うことで、そういう意味で非常に東電にとつては厳 しい、これから合理化

努力を更にやつていかなければいけないとい うことかなと考えてお ります。

2ページ、今後のスケジュールでございます。こちらの方はまだ不確定のものもございます

けれども、まず 1つの流れは料金の今後の流れでございますが、これは先週の金曜 日ですけれ

ども、一番上のところ、物価関係閣僚会議は開かれて、政府のプロセスとしては閣僚会議が開

かれてお りますので、あとは経産大臣の認可をいただくということが残つているという状況で

ございます。

今、先ほど申し上げましたように東電の方で修正の作業をしてお りますので、これが順調に

いけば、25日 辺 りには大臣からの認可がいただけるのではないかと言われてお りますが、これ

はまだ多少の遅れが出る可能性がございますので、そこは未定とい う状況でございます。

これが料金認可の関係の流れでございまして、もう一つは、これに伴って出資あるいは金融
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機関からの融資の流れも影響を受けるわけでございますけれども、基本的に総合計画において

もこの料金、出資、融資については一体不可分のものだということで認定をいただいておりま

す。その関係で我々の方で予定をしておりました順番としては、まず料金の認可がなされ、そ

の料金認可後の修正後の収支計画に基づいて金融機関が出しますという意向を示し、その意向

を確認 した上で出資を実行 し、最後に融資を実行するという順番で当初考えておったゎけです

が、そういう流れでいきますと認可が25日 前後ということでございますので、当初予定をして

おりました出資の期日、7月 25日 というのは現実的ではなくなっている状況でございます。

こういうことでござぃますので、この25日 のところに書いてございますが、機構出資の期日

を25日 までとされていたものを、現段階では7月 31日 までということで変更することで今、東

電とも調整をいたしております。これは決定自体は東電と機構の株式引受契約に基づいており

ますので、最終的に東電の取締役会、機構の方は理事長の御決裁をいただくということで確定

となるわけでございますけれども、現段階ではこういう変更の方向で調整をしている状況でご

ざいます。

そういうことで認可が仮に25日 辺 りに出れば、先ほど申し上げた順番のとおり遅れは出ます

けれども、30日 に金融機関から融資事項の移行確認をいただき、それを確認した上で機構が31

日に公的資金の出資を実行する。その実行を見て金融機関が融資を実行するということで、一

連の手続を完了させることができるということで、現在、機構のチーム、東電の経理財務チー

ムとともに金融機関への御説明、特に料金査定の結果、収支にどういう影響が出るのかという

のは当然大きな関心事項でございますので、この辺りを含め、このスケジューリングで折衝を

今、やっているところでございます。

私の方からは以上でございます。

○川端委員長 ありがとうございました。

皆様には事前に御説明を差し上げていると思いますが、特段の御意見、御質問等がございま

したら、ここでお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。

ございませんようですので、次の議題に移 りたいと思います。

準について前回からの進捗を中心に御報告をお願いいたします。

より、賠償基

|||で ござぃます。資料4-1～資料4-4に基づいて御説明させてい

ただきます。

今年 3月 に文部科学省の紛争処理審査会で、財物を含む賠償基準について第二次追補が出て
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いることについては、この運営委員会でも御報告 したかと思います。その後、この第二次追補

の考え方をどのように東京電力の本賠償の実施の基準に盛 り込むかについては、まだ決まつて

いなかつたわけですが、資源エネルギー庁、復興庁を中心に地元の自治体との調整を行つて、

今般、避難指示区域の見直 しに伴 う賠償基準の考え方ということで、どのように東京電力の本

賠償のや り方の基準をつくつたらいいかということについての考え方が整理されたので、御報

告 したいと思つてお ります。

説明は後ろに付いているA3の絵がついているものがわかりやすいので、そちらに基づいて説

明させていただきたいと思います。資料 4-4で ございます。

今回の新 しい賠償基準の考え方は、不動産を中心とした財物の賠償の基準を決めるものでご

ざいます。 1ページロの真ん中の図にありますとお り、不動産については 6年間の避難が続い

た場合には全損とする。それより短い場合には、それに沿つた形で賠償額を推認するという考

え方が指針の中で決められてお ります。そこで、このような形で斜めになりますけれ ども、解

除の見込み時期に応 じて不動産の価値を推認するとい う考え方をとつてお ります。

これに対立する考え方として、実際の売買の取引額に応 じて含み損 とか損失を払 うとい う考

え方もあるわけですけれども、今回はそのような考え方をとらないで、売買をしなくても賠償

するという考え方をとつているとい うことが特徴であります。

土地については、不動産の固定資産税評価額の土地の部分の評価額が実勢の 7割で評価 して

いるという実務がございますので、1.43倍することを今回決めてお ります。

2ページ、建物については 2種類の評価方法を選択できるようにしてお ります。

1つは固定資産税評価額に時価に還元 して減価償却をするという考え方でございまして、こ

れが (ア )の固定資産税評価額をベースとした方法とい うことであります。

もう一つの方法は、固定資産税評価額には結構実務上ばらつきがございまして、安く建物は

評価 している場合がございます。そ ういつた場合には建築着工統計というものがあるんですけ

れども、これは国土交通省が出しているものですが、この建築着工統計から平均的な建築価格

で建物が建ったと推認 して、お値段を算定するという方法もとれるようにしてお ります。 した

がって、この 2つの方法から選ぶことになります。

3ページロに、それでも納得 しない人はどうするんだと、こういうこともあるんですけれど

も、実際の固定資産税のばらつきがイメージとして入れると横軸を築年数、縦軸を価格という

ふ うにとりますと、三角の青いプロットになつているわけですが、普通に評価するとこの三角
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のプロットになる。かつ、これを平均建築価格で推認するとい う方法をとるとグリーンの線に

なる。これで大体話 としては済むわけですけれ ども、中には特別な仕様の家とい うのもありま

すので、そ ういったものについては個別の評価を可能にする。これは赤い星ですが、そ ういっ

た 2つ、実際には 3つ、その中でどれかをとるとい う方法を今回明らかにしてお ります。

3ページロの下、家財については家族の構成人数に応 じて賠償額を決めてお ります。これは

避難期間の年数には連動 してお りませんで、地域の指定に運動 した形になってお ります。

4ページロに、営業損害と就労不能損害に対する賠償の支払いの方法が書いてお ります。今

回の特徴は一括まとめ払いをするということで、例えば農林業については 5年分。 これまで払

つている分と合わせると6年分。農林業以外の業種、流通製造業といったものですけれども、

これは 3年分。これまで払つている分と合わせると4年分。就業損害については 2年分。 これ

までの分 と合わせると3年分ということで、考え方としては用地買収など使つている損失補償

基準とい うものがあるんですが、それの 2倍の額を払 うという考え方で、できるだけ手厚い賠

償を行つて生活再建に役立ててもらお うとい う考え方であります。

5ページロの上の方に図が描いてあるんですけれ ども、一旦、 5年分なり3年分な り2年分

なりのお金をまとめ払いでもらった後で、その翌 日から仕事を始めたとか、そ うぃ ぅ場合はど

うするんだということについては、返さなくていいです ということをやってお りまして、これ

も就労損害や営業不能損害が就労や営業の再開のための元手として活用 していただきたいとい

う考え方で、多めに支払 うことにしてお ります。

6ページロは前回の指針の追補のときに御紹介 したと思いますけれども、避難による精神的

損害の支払いでございます。帰還困難については600万 円、居住制限についてはとりあえず 2

年分払 うとい うことで240万 円、解除準備区域については 1年分とい うことで120万 円とい うこ

となんですが、それとは異なる避難期間の年数が定まった場合には、それに応 じた額をまとめ

てお支払いすることを今回決めてお ります。

7ページは終了しているんですけれども、旧緊急時避難準備区域における賠償の方針 という

ことで、この中では 7ページロの真ん中のグラフにありますとお り、精神的損害については今

年 8月 で終了するとい うことが指針に書いてあるんですけれども、その終了後の扱いとい うこ

とで通院費用などの生活費増加分については 1人20万 円、子どもについてはその20万 円プラス

7か月分とい うことで35万円を一括交付するとい うことで、賠償の打切 り後の経過期間の処理

についても今回決めてお ります。
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8ページ、旧緊急時避難準備区域から避難 した人については、既に精神的損害の賠償を支払

っているんですけれ ども、旧緊急時避難地域は別に避難 しなくてもいいことになつてお りまし

て、避難 しなかつた人には賠償を支払つてお りませんでした。こちらについては今回、滞在 し

ていたとしても賠償を巻き戻 してお支払いをするとい うことで、追加的な賠償をするというふ

うにしてお ります。

旧屋内退避区域などについても同じように、滞在 していても、実際に避難 していなくても、

避難 した人と同じような金額の賠償を行 うことを決定してお ります。

以上、新 しい賠償基準の考え方、こちらが先週金曜 日に資源エネルギー庁の方から発表にな

らてお ります。

これに基づきまして、更に具体的な賠償を受け取ることができる人の要件であるとか手続で

あるとか、そ ういつた細目について決めたものが明日、東京電力から発表になる予定でござい

ます。

実際の避難地域の人数自体がまだ決まつてお りませんで、とい うのもまだ区域割 りが終了し

てお りませんから、そ ういつた最終的な避難区域割 りが確定した後で若干見積もりの微調整を

いたしまして、それが終わつた段階でもし追加的な資金交付を決定する必要があれば、改めて

この場にお諮 りしたいと考えてお ります。よろしくお願いします。

私からの報告は以上でございます。

○川端委員長 ありがとうございます。

委員の皆様より御質問ございまでしょうか。

ollll 御謀明ありがとうございましたこ

2点質問があります。賠償の内容につい こ質問するのが適切かどうかはわ

かりませんが、土地や住宅について 6年 とい う形で決めたとい う点については大きな前進だと

思いますが、土地の所有権自体は最終的に、いわゆる被害者の方々のものになつているのでし

ょうか。多分そ うだと思いますが、これが 1点 目の質問です。

2点 日ですが、昨年、賠償の基準がある程度決まつた後、東電さんが賠償を進めようとしま

したが、被害者の方々のなかには、その基準が最終的なものかどうかわからないとい う理由で

賠償に応 じてもらえず、結果 として賠償がなかなか進まなかったという経緯がございました。

今回さらに一歩進んだ賠償基準が打ち出されたわけですが、こうした御懸念について、被害者

の方々への気配 りといいますが配慮 というものはどうなっているのでしょうか。以上 2点です。

ヘ
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まず 1点 目の所有権については、確かに全損で賠償した場合には民法上は

当然代位することになっているんですけれ ども、賠償においては東電側に所有権は移 さないと

いうことで、賠償を円滑に進めるという方針で考えてお ります。

一方で中間貯蔵施設であるとか公の目的で賠償する場合もございますので、そ ういった場合

にはまた別途御相談をするということで、まずどこにつくられることになるかわかっていない

ものですから、全部の全損地域にお声がけをすることはできないんですけれども、それが具体

化するということになれば、またそのようなことをすることになると思います。その関係で、

全損で賠償する地域については 5年間の譲渡制限を契約上、取り結ぶといぅことを考えてござ

います。

もう一つは、お金をもらったら賠償が不利というか、進まなくなるのではないかといぅ話が

あつて、 2つあって 1つは東電側の原因なんですけれども、財物などの賠償基準が決まってい

なかったので、後回しにしていたところがあって、そこの点については今回、賠償の考え方が

とりまとまって本賠償の基準ができたということですので、東電が賠償をしない理由というか、

言い訳自身についてはかなりなくなったというか、これでかなり進むことになるのではないか

と思います。

一方、賠償をもらう側において、ここでもらってしまうと後で追加でこういう損害もあった

と気づいたときに、追加でもらえなくなってしまうのではないかという話があって、今もある

んですけれども、そちらについては今回、東京電力の方でも現地に人を千数百人張りつけて、

被災者の方とひざ詰めお話合いをしながらやっていくといぅことで、きちんと説明をして、も

し請求漏れがあったら、またそれは可能ですよということについてもきちんと御説明を尽くし

ていくことにしておりますので、従来は紙だけのや りとりで、電話回で言つた言わないみたい

な話も結構多かつたものですから、今後はむしろ人と人とが会つて話し合いをしていく中で、

そういう不安とか疑間を解消できるように、東京電力側も指導していきたいと思っております。

○川端委員長 ほかに御質問ございますか。

○|||| かなり賠償基準の考え方はよかったと思 うんですけれども、今後まだ考えなけれ

ばいけないものは残つているのでしょうか。

大きく2つ ございまして、 1つ 日は||||も 十分御案内の除染、中間貯

蔵絡みの話でございます。こちらについては現時点で賠償額を見積もることができないし、ま

た、環境省などからも請求いただいていないということですので、要賠償額には組み込んでお
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りません。これが 1つ 日であります。

もう一つ目は避難期間が延長 された場合にどうするかということでございまして、避難に伴

う精神的損害とか、財物もそ うなんですけれ ども、避難期間に連動 して賠償額が決まつている

部分について、その時期が到来した場合にどうするかという問題がございます。こちらについ

てはもともとは指針の方で 5年間分支払 う。これが問題なのは 5年間なんですけれ ども、 5年

以上避難 している人をどうするのかということが実際には問題になるんですが、 5年分を払 う

ということになつているものですから、我々としては指針をどうするのかとい うことについて、

改めて審査会なり文部科学省なりで今後どうするのかということを決めていただく必要があつ

て、場合によつてはこの考え方によつては 5年以上避難 した人については更に数年分支払 うと

い うことになれば、賠償額は増えていくのかなと思います。

財物の方は政府で今回エネ庁から出している資料は、年数をベースに財物の賠償額が書かれ

ているんですけれ ども、それを実際の東電の基準にするとき月数ベースに直すことにしており

ます。つまり5年 とか 6年ではなくて、72か月をベースにすることにしてお ります。

○川端委員長 ほかに御質問ございますか。

ないようでしたら、次の議題に移 りたいと思います。       より、平成24年度におけ

る機構の資金調達について御報告をお願いいたします。

。       ||で ござぃます。資料 5と 書いてありますA4横の 「平成24年度における機

構の資金調達 (政府保証付)状況について」とい うカラー資料でございます。

表紙を開けていただきますと右肩にページ数が書いてございます。 1ページというところで

すけれども、資金調達につきましては既に 3月 14日 に基本方針 ということで 1.でござぃます

が、報告させていただいてお ります。今回、 1兆円規模の資本注入、資金援助のための資金を

調達するわけでございますので、透明性の高い手続で効率的かつ確実に調達する必要がござい

ます。このため、シンジケー ト・ ローンを活用 して金利競争入札方式とするのが公的機関で一

般的でございます。

よって、金利競争入札を導入 しますと幅広い貸 し手の参加及び公正な金利決定が可能となり

ます し、アレンジャーを採用いたしますと札割れ リスクあるいは決済 。事務局 リスクの軽減に

資するということで、この方式によりますれば政府保証及び日銀適格担保の設定も可能という

考え方でございます。

これに基づきまして実施いたしましたのが 「2.ス ケジュール」とい うことで、24年 4月 に

ヘ

ヘ
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はアレンジャーを選定いたしまして、メガ 3行の共同アレンジメン トの下、 5月 に第 1回入札

5,000億 、 6月 に第 2回入札5,000億を行ったところでございます。

2ページ、その 2回の調達実績を並べて書いてございます。 1回 日は 5月 22日 に入札を実施

しまして、借入実行は 6月 5日 、 1年物でございます。5,000億調達のところ応募総額は 1兆

830億 円でございますので、倍率に直 します と2.16倍 でございま した。平均の落札金利は

0.157%と い うことで、この当時の国債 1年物が大体0.1で したから、それプラス 5ベーシス程

度 ということでござぃます。その際、最高の落札金利は0.191で ござぃまして、その札につき

ましては下にあります案分率とありますが、これは,,000億ぴった りにするために、最高札は

例えば100億入れますと76億まで落ちましたという率でございますが、76.66%の案分率で最高

札も落ちてお ります。登録金融機関にしていただきまして、70先の うち36先が応募 されたとい

うことでございます。

これに対 しまして第 2回 日は 6月 14日 に実施いたしま.し て、これも 1年物でございますが、

応募倍率を見ていただきますと3.38倍 とい うことで、 1回 目の様子見をされたところ
｀
が 1つ金

利の日線ができたとい うところで人気があったとい ぅことでございまして、よって平均落札金

利も0.142と い うことで低下してお ります し、参加者数を見ていただきます と登録が79先 で、

うち41先が応募されたということでございます。 トータル します と平均金利は0.15で ございま

すので、 1兆 円調達 しまして年間の金利が15億 円という低利で済んだとい うことが御理解いた

だけるかと思います。

3ページ、その落札された金融機関の内訳を書いてございます。全国オールジャパンとい う

ことで調達を支えていただいてぃる姿が見てとれると思います。

4ページ、この入札には参加登録をしていただく必要があつたわけでござぃますが、この 3

月30日 以来、営業を重ねまして、 6月 29日 、足元まで81先 の登録数増加になってございます。

特に地方銀行に力を入れまして、 3月 に報告させていただいたときも国策 としての重要性にか

んがみて、オールジャパンで支えられるような体制を組んでほしいとい う御要望も踏まえまし

て、現に地方銀行の本店までお伺いしまして御説明させていただいた結果、59先まで地方銀行

が増えることができました。 この効果が先ほどの金利に表れていると考えてお ります。

5ページ、今、申し上げましたことと重なりますけれ ども、業態別に少 し円グラフを書かせ

ていただきましたが、上段は落札先数でございますけれ ども、先数で言いますと地方銀行が 4

分の 3程度をとつてお ります。ただ、下段の額で言いますと 1回 日、 2回 日ともその他。その
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他 とい うの となりますけれども、それは資

金規模からしてどうしても大きいわけでございますが、地方銀行も4分の 1程度のシェアを持

っていることがおわかりいただけるかと思います。

6ページ、この機構のキャッシユフローの図につきましては既に御紹介させていただいてお

りますが、原賠機構は交付国債を 5兆円ちようだいしているわけですけれども、この使途は賠

償に限るとい うことで、今回の 1兆円の赤い太い矢印の株式引受は今回は24年度は借入 とい う

形で 1兆円調達いたしました。ただ、原賠機構、もう一つここに箱がありまして、政府保証債

を発行する権能も持つているわけでございます。

恐縮ですが、 1ページに戻つていただけますでしようか。一番下の箱でございます。 1兆円

借入で今回は政府保証借入で調達 したわけでございますが、25年度以降、その借換が生ずるわ

けでございます。その際には先ほどの図で見ていただきましたような債券発行権能も活用 して、

一部は債権化 していきたいと考えております。投資家層の拡大ですとか金利 リスク対応のため、

政府保証債、具体的には預金保険機構の例などを見ると2年債 とか 4年債 といつたものが実例

としてあるわけでございますが、こうしたものの発行も検討 してまいり、政府保証債は最終的

には理財局と折衝 しまして、国債発行計画と同時に12月 、年末に発行計画が世の中に出るわけ

でございますが、そこに是非入れていただこうとい うことで折衝 してまいりたいと考えてお り

ます。

具体的には25か ら26年度に徐々に債権比率を上げていきまして、3,000億程度仮に出します

と、26年度末には借入が4,000、 債権比率が 6割程度になりますので、この程度を目標にしな

がら安定的な調達を求めてまいりたいと考えてお ります。

私からは以上です。

○川端委員長 ありがとうございます。

委員の皆様から何か質問はございますか。

ollll 今回、第 1回、第 2回のシンジケニ ト・ ローンが成功 して本当にほつとしてお り

ます。金融機関につきましても、いろいろな地域から協力 してくださつているとい うことで、

姿としては非常によろしいのではないかと思つてお ります。

先ほど御指摘ありましたように、今後は機構としては、政府保証債など直接調達の道 という

のも残 しておかないと、長期的な財務基盤の安定化にはつながつていかないと思いますので、

これは是非お願い申し上げたいと思います。

ヘ
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し

質問が 1点のみあるのですが、 2ページロに今回の調達実績が記載されてお り、平均落札金

利が第 1回が0.157、 第 2回が0.142と ありますが、もともと事務局の方々の日線 としてのこの

金利のでき上がりは、どういった水準であったかだけ教えてください。  |  | |   |
○片桐執行役員 国債 というのがベースになると考えていました。国債プラスどれ ぐらいベー

シスが乗るかとい うことですが、実はエネルギー特会という国の特別会計が3,000億、 1年物

で最近借 り入れてお ります。それが0.H程度、つまり国債プラス 1ベーシス程度です。国その

ものが借 りるとその程度だということですので、更に若干数ベーシスはしようがないのではな

いかと考えていたところです。

○川端委員長 よろしゅうございますか。そのほかに御質問ございますか。

ないようでしたら、最後の議題に移 りたいと思います。その他の報告事項 として、

より、東京電力経営改革本部の立ち上げの状況等について

経営改革本部の方は株主総会の翌日から東電側 10名 、機構側 10名 ほどの人数で立ち上げてお

ります。場所はオフィスの 9階で東京電力の企画部と同じフロアで、企画部の一部 と重なるよ

うな形で入つていて、企画部と連絡をとれるようになっている。また、東電側のメンバーの う

ち3人ほどが企画部と兼任という形になっています。

形 としま しては、 革本部事務局の中の幹部会議を行い、そこで

し 翌週の執行役会や経営改革本部会議、

催するという定例のスケジュールになってお りますが、そちら|の議題を企画部と一緒に検討 し

て決めるということをしておりまして、その後、 営改革本部事務局のテーマ

を持つて動いているんですが、各テーマの進捗状況を共有する。そんなミーティングをしなが

ら各プロジェクト動いてございます。

その個々のプロジェクトの進捗状況に応 じて経営改革本部会議という社長、会長、取締役を

兼ねる副社長、経営改革本部を担当する執行役の 3人、本ナ松常務と嶋田取締役兼執行役|||
出席 して、そこで適宜進捗状況をお知らせ したり、あるいは重要なテーマ、例えば今度ですと

カンパニー制をどうするかという話が入つてくるんですが、そういったことを検討 している状

況でございます。

行役会、|||1違 営改革本部会議を開

御報告お願いいたします。
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先週も第 1回の懇親会みたいなものをやつたりしながら、ぶつかる部分も多々ございますけ

れども、適宜徐々に互いに融合しながら進んでいる状況です。

若干補足いたします と、委員会設置会社になつて取締役会がどういう機

能を果たすのかとい うところで、まだ一定の相場観ができてお りません。今はむしろその相場

観をつくるプロセスにある。

取締役会自体は月に 1回ですが、取締役からの希望もあつて月に 2回 ぐらい懇談会を開くこ

とに多分なると思います。外の日から見て総合計画のインプ リメンテーシヨンなり、あるいは

それを超えたむ しろ大きな経営判断、どうい うふ うにするかというのを外部取締役の方にもき

ちんと監督 してもらうということで今、進みつつありますが、これはいろいろ実行のところで

は紆余曲折あると思います。

具体的にどこに重点を置いているかとい うと、まず第一点はリスク。 リスクは大きく分ける

と2つに分かれます。 1つは財務のリスク。 2つ 目に経営環境そのもののリスクでございます。

財務のリスクは例えば、福島第一の 5、 6号、それがどうなるのか。もつと大きなリスクで言

うと先ほどから話の出ている除染、中間貯蔵が監査法人からいつ債務認識されるリスクがある

か。場合によつてはこれは非常に大きな金額になりますので、そ ういつたものが俎上に上がつ

ている。

一方、経営環境を取 り巻くリスクは、 1つは今、申し上げたような財務 リスクが出てきたと

きに、これは機構にもお願いをして経営支援 とい うことになるわけですけれ ども、その経営支

援をするためのある種政治的に認められるだけのことをやつていないといけない。それは総合

計画のインプリメンテーションだけではなくて、例えば今回の事故調の報告書が今 日3時に出

ますけれ ども、そ うい うものも踏まえて原子力について東京電力としてどうい う体制で臨むの

かとか、大きな意味での改革がどう進むかとい うのが 1つの背景になると思います。

もう一つは、政策面での環境が変わる可能性がある。これは大きく言 うと原子力政策。年末

までに六ヶ所も含めてどういう政策にするのかとい うことがある程度方向づけが出る。もう一

つは電カシステム改革。エネ庁でやつているものです。今、取締役会も含めていろんな議論が

始まつたという状況です。

○川端委員長 ありがとうございました。

委員の皆様から御質問ございますか。特にないようですと本 日の議題は以上になりますが、

よろしゆうございますか。

ヘ

⌒
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それでは、今回の運営委員会の議事録については事務局にて作成し、後日、委員の皆様に御

確認いただいた上で確定いたします。議事録の扱いは非公表です。

本 日はプレスプリーフィング等は行わず、プレス対応については必要があれば私と事務局で

統一的に対応いたします。

次回の運営委員会の日程については、追って事務局より連絡いたします。

それでは、本日はどうもありがとうござぃました。

午前16時16分閉会

し
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